
正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
印
刷
誤
り
）終

り
か
ら

一
一
下

三
第
五
十
六
条

第
五
十
六
条

令和年月日 木曜日 第号官 報
定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
八
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
三
日

東
京
都
目
黒
区
東
山
一
丁
目
一
番
二
号
東
山
ビ
ル

東
山
産
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

松
田

直
樹

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
六
月
三
十
日
開
催
の
株
主
総
会
に

お
い
て
、
令
和
七
年
七
月
十
八
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
を
決
議
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
三
日

東
京
都
昭
島
市
代
官
山
二
丁
目
三
番
一
号

昭
和
の
森
綜
合
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

佐
藤

剛

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
七
月
十
八
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
三
日

東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
一
丁
目
一
三
番
一
四
号

東
邦
有
機
株
式
会
社

代
表
取
締
役

和
田

桂
子

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
七
月
十
八
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
三
日

横
浜
市
栄
区
上
郷
町
一
七
六
一
番
地

大
洋
石
油
ガ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

池
野

弘
久

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
七
月
十
八
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
三
日

大
阪
府
東
大
阪
市
高
井
田
西
五
丁
目
四
番
三
一
号

株
式
会
社
大
鋲
商
店

代
表
取
締
役

黒
田

親
孝

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
七
月
十
八
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
三
日

大
阪
府
東
大
阪
市
高
井
田
西
五
丁
目
四
番
三
一
号

株
式
会
社
大
東
ゴ
ル
フ
練
習
場

代
表
取
締
役

黒
田

雛

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
七
月
十
八
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
三
日

大
阪
市
中
央
区
安
土
町
一
丁
目
四
番
一
〇
号

ケ
イ
テ
ィ
ー
テ
ィ
ー
貿
易
株
式
会
社

代
表
取
締
役

脇

豊
樹

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
八
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
三
日

和
歌
山
市
出
口
甲
賀
丁
五
〇
番
地

和
歌
山
警
備
保
障
株
式
会
社

代
表
取
締
役

重
根

一
真

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
八
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
三
日

愛
媛
県
松
山
市
大
手
町
一
丁
目
七
番
地
六

く
み
あ
い
船
舶
株
式
会
社

代
表
取
締
役

向
江

信
孝

権
利
義
務
承
継
公
告

ぐ
ん
ま
酪
農
業
協
同
組
合
（
甲
）
及
び
群
馬
県
牛
乳
販

売
農
業
協
同
組
合
連
合
会
（
乙
）
は
、
甲
は
令
和
七
年
六

月
三
十
日
、
乙
は
同
六
月
二
十
七
日
に
そ
れ
ぞ
れ
通
常
総

会
を
開
催
し
、
農
業
協
同
組
合
法
第
七
十
条
の
規
定
に
基

づ
き
、
乙
の
権
利
義
務
一
切
を
甲
が
承
継
し
て
、
乙
は
解

散
す
る
こ
と
を
決
議
し
ま
し
た
。

こ
の
決
議
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲
載
の

翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
期
限
ま
で

に
申
し
出
が
な
い
場
合
は
異
議
な
き
も
の
と
み
な
し
ま
す

の
で
ご
了
承
願
い
ま
す
。

以
上
、
農
業
協
同
組
合
法
第
七
十
条
第
二
項
及
び
第
六

十
五
条
第
四
項
で
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
条
項
が
規
定
す
る
貸
借
対
照
表
は
、
甲
、
乙

そ
れ
ぞ
れ
の
主
た
る
事
務
所
に
備
え
て
お
り
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
三
日

群
馬
県
前
橋
市
二
之
宮
町
一
四
四
八
番
地

（
甲
）
ぐ
ん
ま
酪
農
業
協
同
組
合

代
表
理
事
組
合
長

小
林

幹
男

群
馬
県
前
橋
市
二
之
宮
町
一
四
四
八
番
地

（
乙
）
群
馬
県
牛
乳
販
売
農
業
協
同
組
合
連
合
会

代
表
理
事
会
長

林

康
夫

訂
正
公
告

令
和
七
年
六
月
十
二
日
（
号
外
第
一
三
〇
号
）
掲
載
の

第
二
期
決
算
公
告
（
枠
組
）
及
び
令
和
七
年
六
月
二
十
五

日
掲
載
の
資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告
中
、
住

所
「
大
阪
市
北
区
曾
根
崎
新
地
二
丁
目
六
番
四
号
」
と
あ

る
は
「
大
阪
市
北
区
曽
根
崎
新
地
二
丁
目
六
番
二
四
号
」

の
誤
り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
三
日

大
阪
市
北
区
曽
根
崎
新
地
二
丁
目
六
番
二
四
号

株
式
会
社
Ｓ
Ａ
Ｋ
Ｉ
Ｙ
Ｏ
Ｍ
Ｉ

代
表
取
締
役

吉
田

睦
史

令
和
七
年
六
月
十
八
日
（
号
外
第
百
三
十
四
号
）
公
布

法
律
第
六
十
九
号
（
食
品
等
の
流
通
の
合
理
化
及
び
取
引

の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
及
び
卸
売
市
場
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
）

訂
正
公
告

令
和
七
年
六
月
二
十
三
日
（
号
外
第
一
三
九
号
）
掲
載

の
第
二
期
決
算
公
告
（
枠
組
）
中
、
株
主
資
本「8

3
,7
0
7

」

と
あ
る
は
「2

9
7
,4
4
8

」
の
誤
り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
三
日

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
兜
町
五
番
一
号
兜
町
第
一

平
和
ビ
ル
三
Ｆ

Ｔ
＆
Ｄ
リ
ス
ク
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ズ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

儀
賀

信
利


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